
国立研究開発法人国立成育医療研究センター年度計画 

平成 27 年度の業務運営について、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103

号）第 35条の 8の規定に基づき準用する第 31条第１項の規定に基づき、国立研究

開発法人国立成育医療研究センターの年度計画を次のとおり定める。 

平成 27年 4月 1日 

  国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

理事長  五十嵐 隆 

第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．研究・開発に関する事項 

臨床研究中核病院整備事業の対象施設に指定された、成育領域の臨床研究の

拠点としての機能をさらに強化すべく体制整備を行う。その一環として臨床研

究開発センターを中心として、当センター独自に、あるいは関連施設と共同し

て高度先駆的医療の開発及び標準的医療の確立に資する臨床研究を実施する。 

治療成績及び患者のQOLの向上につながる臨床研究及び治験等を推進するた

め、平成 27 年度は、臨床研究開発センターに、データ管理・モニタリング、

知財・産学連携の体制を確保し、臨床研究・治験データの信頼性保証をより確

実なものにするとともに、知的財産権の確保及び産業界、大学・研究所等との

連携を強化する。 

また、年度内に終了した治験での実施率（目標症例数に対する実施した症例

数の比）を 80%以上とする。 

（１）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 

成育医療分野において、大学や企業等と相互の強みを生かしながら有機的

な連携により独創的な研究を展開するほか、成育医療に資する研究目標を定

め、研究を推進するとともに、医療推進に大きく貢献する研究成果を 2件以

上あげる。 

○ 重点的な研究・開発戦略の考え方

急激な少子化の進行の中で、次世代を担う子供と家族の健康の確保に関

する研究を推進することが、センターに期待されている使命である。 

成育疾患について、その診断・治療並びに予防法の開発を目指すため、

研究組織形態のさらなる柔軟化、企業や大学、学会等との連携の一層の推

進を図り、社会医学研究、基礎研究及び臨床研究を相互に連携させること

により、総合的な研究・開発を推進する。それらの結果として、前年度に



比しての原著論文発表数を 1％増加させる。 

 

○ 具体的方針 

（疾病に着目した研究） 

① 成育疾患の本態解明 

次世代シーケンサーを用い性分化疾患、分類不能型免疫不全症、先天

奇形症候群、小児白血病などに関する遺伝子の構造異常を解明するとと

もに、新規遺伝子変異の発見同定に努める。具体的にはコピー多型・新

規変異合わせて 5個以上の新規遺伝子構造異常の同定を目指す。 

平成 26 年度に引き続き、IgE 抗体による in vitro 診断が不可能な新

生児消化管アレルギーの診断方法の開発を進める。 

 

② 成育疾患の実態把握 

平成 15年度～17年度に登録した成育コホート研究、平成 22年度～24

年度に登録した母子コホート研究の追跡調査研究を進めるとともに、ゲ

ノム解析を続ける。さらに、これらの研究で導かれた仮説を証明するた

めの介入試験成果の発表を行う。 

糖尿病合併妊娠及び妊娠糖尿病の我が国における治療の現状を含めた

実態把握を行うために疾病登録制度を確立する。 

極低出生体重児の疾病登録制度を進め、精神神経疾患や生活習慣病等

の発症実態及び長期予後を把握し、予防や治療法の端緒を示す。 

 

③ 高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の推進 

造血幹細胞移植の実施が困難な慢性肉芽腫症の遺伝子治療のための新

規ベクター（治療薬）の開発を進める。 

食物アレルギーなどの小児アレルギー疾患予防方法の開発を進める。 

平成 25 年度に開発した病理学的に鑑別が困難な小児固形腫瘍のエピ

ゲノム・網羅的遺伝子発現プロファイルに基づく鑑別診断法の臨床研究

を開始する。 

先天性横隔膜ヘルニアの胎児治療を臨床試験として継続する。 

無心体双胎に対するラジオ波凝固術の高度医療申請を行う。また、全

国複数の新生児医療施設と共同で、新生児低酸素性虚血性脳症に対する

自己臍帯血幹細胞移植治療や新生児慢性肺疾患に対する NO 吸入療法に

関する臨床研究を検討する。 

小児難治性ネフローゼ症候群を対象とした多施設共同研究等を実施し、

有効性と安全性を検証し、標準的治療法の確立を推進する。 



 

④ 成育疾患研究の実用化体制の構築 

基礎研究と臨床研究の有機的な連携を図り、再生医療・遺伝子治療を

含む総合的な研究・開発を推進する。関係する法律・規制・指針等を踏

まえたレギュラトリーサイエンスに基づく研究成果の実用化体制を構築

する。 

 

⑤ 医薬品及び医療機器の開発の推進 

引き続き成育疾患に係る網羅的遺伝子構造・発現解析や網羅的蛋白質

解析により、創薬標的候補分子の探索に取り組む。難病患者の生体試料

から樹立した iPS 細胞をバイオバンク事業の一環として企業等へ提供可

能な状態にまで整備を進める。 

当センターで樹立した７株のヒト ES 細胞の医薬品としての使用可能

性について検討を行うとともに、ヒト ES細胞加工品（肝細胞）を作成し、

先天性代謝異常肝機能障害患者に対する同細胞移植に向けた動物におけ

る手順書を確立する。 

 

（均てん化に着目した研究） 

① 医療の均てん化手法の開発の推進 

成育医療の均てん化に必要な診断・治療のガイドラインについて、作

成・製本化が完了した周産期診療部門のガイドラインに引き続き、小児

診療部門についても実用性の高いガイドラインの作成を進める。 

また、人材育成ツールの開発に資するシステムツール、教育・研修シ

ステムの開発に着手する。医療安全および感染対策の向上のために、e

ラーニングによる理解度向上を引き続き行う。 

 

② 情報発信手法の開発 

ア 患者・家族・国民を対象とした成育疾患及び成育医療の情報発信の

ための研究の推進 

総合的なセンター紹介冊子（日本語・英語併記）の配布を行うとと

もに、ホームページの全面改訂を行う。 

イ 科学的根拠に基づく政策提言の実施に資する研究の推進 

平成26年度から新たに全国で開始された新マススクリーニング検査

における精度管理のセンターとしての役割を担っており、関連学会と

協力し、我が国の新生児マススクリーニング検査のあり方を提言する。 

母子保健法改正において義務的経費化された小児慢性特定疾病研究



事業において、予算事業であったこれまでと同様に当センターが全国

の患者登録・分析のセンター機能を果たすこととなっており、登録デ

ータに基づく小児の難病や重症慢性疾患長期予後や QOL の改善のため

の提言を行う。 

当センターは、環境要因が子どもの成長・発達に与える影響を調べ

るため、環境省が企画・立案し平成 23年度から開始された出生コホー

ト研究（エコチル調査）のメディカルサポートセンターであり、コア

センターである国立環境研究所、関係省庁、諸外国の調査や国際機関

とも連携し、中長期的視野に立って子どもの健康と環境に関する政策

提言を行う。 

成育医療の現状を医療経済的観点から調査・分析し、不採算部門で

ある小児・周産期医療の適正化に資する政策提言を行っていく。 

ウ 成育医療に係る各種相談事業などの展開推進 

引き続きホームページや専門外来を介しての情報提供を推進する。 

妊娠と薬情報センターでは全国における拠点病院を 25 カ所から 29

カ所に増やし、拠点病院担当者対象の研修会の実施や電話による相談

件数の増加により相談業務の質と量の両面からさらに拡充を図る。 

女性総合外来を中心に不妊・不育症や合併症妊娠など、母性医療に

関する外来相談を推進する。 

エ 重い病気を持つ子どもへの生活・教育支援 

重い病気を持つ子どもと家族の在宅生活を支える新たなサービスに

ついて研究し実践するための基盤を整備する。また、関係機関と連携

し、小児期に重い病気を患った若者の自立支援についても試行する。 

重症、あるいは易感染性等の理由で、院内に設置されているそよ風

学級に通うことができない児童・生徒が増加していることから、これ

らの児童・生徒に対し、教育委員会によるベッドサイド教育を支援す

るとともに、教育委員会と協力し、ＩＴを活用した教育プログラムの

開発研究に着手する。 

 

（２）実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備 

① メディカルゲノムセンター（MGC）の機能整備とバイオバンクの充実、

センター内の連携強化 

基礎研究の成果を臨床での実用化につなげられるよう、また臨床現場で

の問題点の解明のための基礎研究が円滑に行えるよう、病院と研究所が一

体となって臨床研究を進める。 

理事長、病院長、研究所長及び臨床研究開発センター長等をメンバーと



した臨床研究推進本部において基本方針を定め、関係部室長等による臨床

研究推進委員会を中心に戦略的に臨床研究を推進する。さらに、ゲノム研

究については、センター内の組織横断的なゲノム医療の実現を目指す。 

相互の人的交流、共同しての臨床研究を推進するため、セミナー、グラ

ウンドラウンド等を共同開催するとともに、新たに採用する臨床研究教育

専門家等を核に、病院のレジデント、フェロー等に体系的な臨床研究教育

を実施する。また、新たに臨床研究フェローを募集し、人材育成に努める。 

研究所と病院が連携するための会合等の共同開催数を、前年度に比して

4増加させる。また、研究所と病院による調整を行い、新規共同研究数を、

前年度に比して 6％増加させる。さらに、病院の全レジデント及びフェロ

ーに臨床研究教育プログラムを実施する。 

 

② 研究・開発の企画及び評価体制の整備 

政府の「健康・医療戦略」に基づく医学研究費運営の変革にあわせて、

成育医療研究開発費の運営を改革し、的確な研究計画に則り、出口戦略に

基づく研究費運営を行う。すなわち、成育医療研究開発費の運営に関して、

患者、一般国民、有識者等の代表からなる顧問会議の提言を受け、理事会

で基本方針を決定する。基本方針に基づき、内部及び外部委員による運営

委員会において、研究課題の採択を行うとともに、研究費全体のプログラ

ム・ディレクター（PD）及び研究課題毎のプログラム・オフィサー（PO）

を設置し研究の進捗管理を行う。外部委員による評価委員会において研究

の中間及び最終評価を行い、その結果を公表する体制を整備する。 

 

③ 企業等との連携の強化 

企業等の産業界や大学等の研究機関との研究に関する連携強化を引き続

き図る。国立病院機構や小児専門医療施設、大学病院等との小児治験（臨

床研究も含む）実施等の推進を図るために構築した小児治験ネットワーク

を維持・発展させる。 

企業及び他の研究機関との共同・受託研究の実施数を、前年度に比して

1％増加させる。 

 

④ 知的財産の管理強化及び活用推進 

センターにおける研究成果や生物資源等について、知的財産の権利化を

図るための体制を確立し、知的財産管理や契約行為等に関する相談支援機

能強化を図る。センター顧問による知的財産相談窓口業務を継続し、職務

発明申請案件の新規性、進歩性の相談を推進させる。 



職務発明委員会における審査件数を、前年度に比して 2％増加させる。

また、複数の TLO や知的財産の活用を推進する団体等と協議することによ

り成果の発信を図る。 

 

⑤ 倫理性・透明性の確保 

臨床研究における倫理性・透明性を確保する観点から、倫理審査委員会

等を適正に運営し、その情報を公開する。 

この推進にあたり、倫理審査委員会及び治験審査委員会において審査し

た研究に関する情報を年 12回以上更新する。 

また、センター職員の研究倫理に関する知識の向上を図るための講習会

を開催するとともに、センターで実施している治験を含む臨床研究につい

ては順次ホームページ上に情報開示する。さらに、臨床研究に関する患者

及び家族への情報開示、患者への説明文書に問い合わせ先の明記や患者相

談窓口での受付など、問い合わせへの対応を適切に行う。 

確実かつ効率的な倫理審査を実施するため、倫理審査の電子化について

検討する。 

 

⑥ 競争的資金を財源とする研究開発 

中長期計画や成育医療を取り巻く社会的必要性等を踏まえ、研究者への

周知徹底等の手段により外部の競争的資金を財源とする研究開発費の獲得

を前年度に比して 2%増加させる。 

 

⑦ First in Human（Child）（ヒト（子ども）に初めて投与する）試験をは

じめとする治験・臨床研究体制の整備 

診療部門や企業等と連携を図りつつ、より多くの治験・臨床研究を実施

する。 

以下のアからオを実施することにより、 

・ 来年度、医師主導治験を１件開始し、先進医療承認件数を１件取得す

る。 

・ 臨床研究実施件数（倫理審査委員会にて承認された研究。）を前年度に

比し、１％増加させる。 

・ 治験（製造販売後臨床試験も含む。）の実施件数を、前年度に比し、１％

増加させる。 

・ 学会等が作成する診療ガイドラインへの採用件数を累計で 2件とする。 

ア 臨床研究体制の整備、教育・研修 

臨床研究を担う研究者・専門家を育成・確保するため、知財セミナー、



研究倫理セミナー、臨床研究に係る入門セミナー及び実践セミナーを開

催するなど、教育・研修の充実を図る。 

臨床試験コーディネーターや薬事担当者等コメディカル部門の教育・

研修を実施する。 

また、センター職員のみならず、外部の共同研究機関・企業などから

もこれらの研修への参加が可能となるよう、計画する。 

イ 臨床試験対象薬の開発・供給体制の整備 

臨床現場において必要とされている医薬品及びその剤形等を把握し、

センターの小児用製剤ラボを利用してそのパイロットモデルを作成する

など、臨床試験の対照薬として供給可能な体制を整備する。 

臨床現場のニーズを考慮して開発予定成分を複数選択し、それぞれに

ついて共同研究企業の公募等を行う。また、医師主導治験の実施を目指

してプロトコルの検討等を行う。 

ウ シンポジウムの開催等を通じた開発促進 

日本小児科学会等での小児用医薬品の治験・臨床試験の推進に関する

シンポジウム等の開催を通じて、新規有効成分含有医薬品の開発におい

て、製薬企業に対して、開発のより早い段階で小児適用の検討を行うよ

う働きかけを行う。 

エ 小児治験ネットワーク等を活用した多施設共同研究の推進 

「小児と薬」情報収集ネットワーク整備事業を基盤として、小児慢性

疾病登録事業で収集するデータを連結することにより、成育医療に係る

疾患毎のレジストリ構築等を行い、治験・臨床研究における課題解決に

積極的・先駆的に取り組む。 

・ 小児治験ネットワークの活用 

治験基盤整備事業で構築した「小児治験ネットワーク」を活用して、

治験の事務的手続きの効率化、治験審査委員会の中央化、治験情報の

収集・発信等を行うことにより、治験に要するコストの削減、スピー

ドの向上、質の適正化を一層推進する。また、当該ネットワークの活

用により症例集積性の迅速化を行い、これらの方策により研究成果の

最大化を目指す。 

・ 小児治験ネットワークの拡大 

小児治験ネットワークと外部で組織されるネットワーク（都立病院

ネットワーク等）を有機的に連結することにより、ネットワークのさ

らなる拡大を図り、治験・臨床研究の積極的展開につなげる。 

オ 治験に関する情報の公開・発信 

センターのホームページ等を利用して、治験に関する情報を積極的に



公開・発信する。 

 

２．医療の提供に関する事項 

（１）医療政策の一環として、センターで実施すべき高度かつ専門的な医療、標

準化に資する医療の提供 

① 高度・専門的医療の提供 

ア 先天性免疫不全症に対する遺伝子治療を平成27年度中に1件以上実施

する。 

イ 遺伝子診断センターを設置し、次世代シークエンサーを応用した小児

希少難病に対する遺伝子診断を 200件以上実施する。 

ウ 遺伝カウンセリング体制を確立し、臨床研究で行っている母体血によ

る無侵襲的出生前遺伝学的検査を 500件以上実施する。 

エ 高アンモニア血症の原因となる代謝異常症に対する再生医療等、先天

代謝異常症の新しい治療法を引き続き検討する。 

オ 横隔膜ヘルニア胎児治療を 3 件以上実施するとともに、分娩全体に占

めるハイリスク分娩の割合を 6割以上とする。 

カ 国立がん研究センターとの役割分担及び連携を図りながら、小児がん

診療における新しい治療レジメンの開発することを目指す。 

キ 新生児期の心臓手術を 24件以上実施する。 

ク 小児臓器移植医療の一層の拡充を目指し、肝臓移植を 40件以上実施す

る。 

 

② 臨床応用に向けた研究成果の活用 

先進医療としての承認を目的とするシーズ（研究成果）について、臨床

試験のプロトコル作成、厚生労働省との協議や先進医療の申請書等につい

て、引き続き支援を行う。 

 

③ 臨床評価指標を用いた医療の質の評価 

再入院率、再手術率などのクリニカルインディケーターを使用すること

により、医療の質の評価につなげていく。 

また、小児科及び産科を対象とする患者満足度調査を引き続き実施し、

調査結果について分析を行う。 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 

① 患者等参加型医療の推進 

患者・家族との信頼関係を構築し、患者・家族が病態の理解及び治療法



を医療者とともに選択できる環境を整え、情報の共有化に努める。また、

前方及び後方医療連携業務における紹介元医療機関への返書・逆紹介など

の進捗管理及び紹介元医療機関リストの作成・管理を行う。 

引き続き患者相談窓口や情報コーナーにおけるサービスの向上を図ると

ともに、患者図書室を設置する。 

また、セカンドオピニオン外来の充実を図り、150 件以上の実施を目指

す。 

さらに、患者・家族の視点に立った医療を提供するため、患者満足度調

査を実施し、その結果を分析することにより、業務の改善に努める。ご意

見箱を通して寄せられる要望等に対して、病院長を含むメンバーで定期的

に検討する場を設け、適切に対応する。 

 

② チーム医療の推進 

多くの専門診療科を有する当センターの特徴を生かした複数科、多職種

による総合的な診療体制の充実を図るとともに、情報の共有化に努め、チ

ーム医療をさらに充実させる（４職種以上によるチームカンファレンスを

年に 400回以上実施する。）。 

また、“安心で安全で思いやりのある医療”をキーワードに医療の改善を

図り、チーム医療体制を強化する。 

 

③ 医療安全対策の充実強化 

医療安全管理委員会を毎月開催し、病院における安全管理に必要な調査

を行い、インシデント事例に対して多部門で根本的な原因分析を行う。こ

れをもとに対策を立案することで、医療安全対策に対する意識の向上と、

より効果的な助言、勧告、指導ができるようにする。 

医療安全・感染対策と共に、年 3 回以上の全職員対象の研修を実施し、

うち年 2回の eラーニング研修では受講率 100％を目指す。 

また、推進担当者による巡視を行い、患者確認や感染対策の実効性を検

証し、その状況を全職員向けに周知することで、対策をより強化するきっ

かけを作る。 

 

④ 職種間の負担均衡及び負担軽減 

医師事務作業補助者については、導入効果を検証しつつ、引き続き適正

な配置に努める。また、薬剤師の病棟配置を１人増やす。 

 

⑤ 効果的かつ効率的な病院運営 



効果的かつ効率的に病院運営を行うため、年間の病院の手術件数・病床

利用率・平均在院日数・入院患者数について、以下のとおり数値目標を定

めて取り組む。 

手術件数 月平均 250件以上 

病床利用率 75％以上 

平均在院日数 11.0日 

1日平均入院患者数 380人以上 

 

３．人材育成に関する事項 

（１）リーダーとして活躍できる人材の育成 

研究所は成育医療研究における優れた人材育成を目指し、センター内外か

ら長期的かつ統括的観点から幅広い育成を図るとともに、積極的に人材育成

の場を提供する。特に、臨床研究に通暁した人材の育成を推進する。 

また、病院は成育医療に精通した先駆者的かつリーダー的人材の育成を図

り、これら人材を全国に輩出することによって、日本における成育医療の均

てん化を一層推進する。 

さらに、臨床研究開発センターは、各種研修を開催して臨床研究に通暁し

た人材の育成を図る。 

 

（２）モデル的研修・講習等 の実施 

成育医療の均てん化の推進を目的として、成育医療に携わるセンター内外

の研究者および医療従事者を対象とした最新の成育医療情報を発信する研

修・講習を企画・実施する。 

成育医療全域における最新の医療情報を積極的に提供する。 

① 各種セミナーの開催 

センターで実施している講習会セミナー等の充実を図る。本年度は、セ

ンター外の企業、大学等からも参加できるよう実施方法を検討し、倫理研

修等の臨床研究必須セミナーを 5 回以上、生物統計を含む臨床研究全般に

関する臨床研究教育セミナーを 10回以上、外部講師による招聘講演等の臨

床研究開発セミナーを 3回以上実施する。 

 

② 英語論文の作成支援 

英語論文の校正作業について、引き続き専門家が対応し、作成支援の充

実を図る。 

 

③ 各職種研修の開催 



小児放射線科、小児救急診療科、小児集中治療の専門的研修が可能な施

設がほとんどないため、成人領域の放射線科や、成人を中心として救命救

急センターで勤務している医師が当センターで小児放射線科、小児救急診

療科、小児集中治療科で集中的に研修できるようにする。 

成育医療講習会などの開催を通じて、小児救急の医師、コメディカルス

タッフ等の教育・研修の充実を図る。 

小児がん拠点病院、小児がん中央拠点として、小児がん診療に関わる各

職種の研修を行う 

 

④ 国内外の小児病院等との交流等 

国内外の小児病院等との間で、現場スタッフの交流、指導者の派遣、若

手医師の相互受入などを行う。また、講習会等を開催し、小児救急、小児

放射線科等の医師、コメディカルスタッフの教育・研修の充実を図る。 

 

⑤ 後期研修医の採用、教育プログラムの充実 

小児科後期研修医を毎年 10人以上採用し、地方の一般病院小児科での短

期研修を含め、教育プログラムを充実する。 

 

４．医療政策の推進等に関する事項 

（１）国への政策提言に関する事項 

我が国の小児科医療及び周産期・母性医療並びに保健のあるべき姿につい

て検討を進め、グランドデザインを提唱する。特に、多くの小児における高

度専門医療を進めるためにも、小児在宅医療を含む短期滞在型施設の運用を

開始し、提言の準備を行う。 

また、成育疾患に係る診療報酬体系のあり方を含め、成育医療に関わる医

療政策がより強固な科学的裏付けを持ち、かつ、実情に即したものになるよ

う、国と連携しつつ、課題の解決策等について、科学的見地から専門的提言

を行う。 

成育疾患において、事業に取り組む中で明らかとなった課題の収集・分析

に引き続き取り組むとともに、関連医療機関及び学会等と協力し、科学的見

地から専門的提言を行う。 

 

（２）医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 

① ネットワークの運用等 

日本小児総合医療施設協議会（JACHRI）加盟施設を中心とする小児治験

ネットワークを運用して、小児用薬剤の治験等を推進する。 



国内の中核的医療機関等との診療科を超えた継続的な連携と協力を保ち

ながら、最新情報や技術をセミナー等において全国に発信・公開すること

により、確固たるネットワークのさらなる発展を図る。 

 

② 情報の収集・発信 

総合的なセンター紹介冊子（日本語・英語併記）の配布を行うとともに、

ホームページを全面的に改訂する。また、地域の人々に支えられ、地域と

連携した病院として機能するため、自治会役員、教育委員会、その他の地

域住民に対する病院視察及び懇談会を行うとともに、市民公開講座、子ど

も向け勉強会、あるいは交流会等を計画的に実施する。 

成育疾患に対する医療の均てん化のため、小児医療施設、臨床研究中核

施設、小児がん関連施設等でのテレビ会議システムを活用した情報交換を

通じて社会への情報発信を一層充実させる。 

医療者・研究者向けには成育医療分野の臨床研究や小児がんに関する情

報発信を強化する。患者・家族については、成育疾患や小児がんについて

信頼のおける情報を入手できるよう、ホームページ、メールマガジンを通

じて、最新の治療方法及び研究成果を公開する等、国内外の最新知見の医

療情報を提供する。 

 

③ 国際貢献 

平成 24年度より、体系的レビュー手法を用いた国際共同研究の成果とし

て、損失生存年数など、疾病や障害が全人類に与える悪影響について多く

の成果を発表しており、平成 27年度もさらに多くの国際共同研究成果発表

を目指す。 

また、平成 26年 2月に当センターがコクラン共同計画の日本支部として

認定されたことから、我が国における系統的な論文レビューの拠点として

国際的に貢献する。 

医療研究協力の協定を結んでいるワシントン小児病院、日中友好病院、

上海小児病院、ソウル延世大学校小児病院、国立ソウル大学小児病院との

交流研修、共同研究などを推進するとともに、さらに国際的なパートナー

シップを拡充する。また、我が国が開発した胆道閉鎖症患児の早期発見の

ツールである便色カードの導入を目指す海外への協力を行う。 

外国人の研修の受入れ態勢を整備するとともに、院内の関係部門との連

携を円滑にし、関係機関への折衝など積極的に推進する。 

院内関係各部門との連携強化、担当者による英語対応の充実を図る。 

 



（３）公衆衛生上の重大な危害への対応 

センター内の危機管理体制を強化するため、感染管理や災害対策等を抜本

的に見直して体制整備を推進する。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

１．効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制 

① 紹介率と逆紹介率の向上 

病院の特性や機能を明確化し、地域の医療機関との連携・機能分化を図

るため、紹介率 80％以上を維持し、逆紹介率は中長期計画期間中に 40％以

上とする。 

 

② 人員配置 

ア 医師 

医師事務作業補助者の導入効果を検証しつつ、引き続き適正な配置に

努める。 

イ 薬剤師 

薬剤師の病棟配置を１人増やす。 

ウ 看護師 

平成 27年度中に院内保育所の増築を行い、入所定員を 15名から約 30

名に増やし、離職防止・復職支援体制を強化する。 

新たに教育担当副看護師長を１名配置するとともに、学会参加費を補

助するなど教育体制を充実・強化する。 

また、専門看護師 1名、認定看護師 3名の配置を推進する。 

 

（２）収支改善 

センターとしての使命を果たすための経営戦略や事業計画を通じた経営

管理により経営改善に取り組む。 

① 部門別決算の実施 

部門別決算を実施するための必要なデータの把握及び準備を開始する。

また、適切な意思決定と業績の管理を行うため、定期的に実施する。 

 

② 経営改善策の企画立案 

ワーキンググループを毎月 1 回開催し、運営効率化策及び収支改善策を

検討するとともに、方策の進捗管理及び効果を検証する。 

 



③ 給与制度の適正化 

給与水準等については、社会一般の情勢に適合するよう、同一地域内の

民間の同規模病院等の給与等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものと

なるよう更に検討を行う。 

 

④ 一般管理費の節減 

一般管理費（人件費、公租公課を除く。）について、前年度に比し、2.5％

以上の削減を図る。 

 

（３）材料費等の削減 

材料費率の抑制を図るため、医薬品の共同購入を行うとともに、同種同効

医薬品の整理など、使用医薬品の集約に一層取り組むとともに、廃棄、破損

の縮減に取り組む。 

医療材料は、新規採用品について、定期的に入札を実施するとともに、期

限切れによる廃棄の縮減、在庫定数の見直しなど在庫管理の適正化を推進し

費用の節減を図る。 

事務用消耗品については、他の国立高度専門医療センターとの共同購入を

行う。 

 

（４）修繕コストの適正化 

建設資材等の仕様が適正であるかの検証を行うことにより、コストの削減

に取り組む。 

また、資材価格が適正か検証し、コストの適正化に努める。 

 

（５）収入の確保 

医業未収金については、引き続き新規発生の防止に取り組むとともに、定

期的な支払案内等の督促業務を行うなど回収に努める。 

また、診療報酬請求業務については、診療報酬委員会を中心とした組織的

なレセプト点検体制の充実を図り、引き続き適正な診療報酬請求事務の推進

に努める。 

 

２．電子化の推進 

（１）業務の効率化を図るための情報基盤の共有、ポータルサイトの刷新 

更新された病院情報システムの活用を進めて、病院業務の効率化や安全性

の向上を推進する。センター職員の名簿を統合して一括管理する取組みを進

め、業務の効率化に寄与する。会議や文書管理の電子化も引き続き推進する。 



 

（２）情報セキュリティの向上 

センター内での情報セキュリティリテラシー向上のための研修及び

e-learningを行い、全職員に受講させる。 

また、研究所側ネットワーク更新に伴いファイアウォールを見直し、不正

サイトへのアクセスがセンター全体で誘導されないように制限する機能を

実装し、拒否サイトリストの追加等を順次行う。 

 

（３）財務会計システムの活用による経営改善 

財務会計システムの確実な稼働を図ることにより、月次決算を行い、毎月

の財務状況を把握し、経営状況の分析を行う。 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

１．自己収入の増加に関する事項 

（１）外部資金の獲得 

① 企業等との共同研究の実施 

臨床研究相談窓口を通じて申込みのあった外部（企業、医療機関）から

の相談について、適切に契約を結んだ上で共同研究等を実施する。 

小児用製剤ラボにおける小児用製剤開発において、企業等と共同して、

パイロット製剤の開発を行うとともに、新規剤形等として企業が申請する

際に、パイロット製剤における製剤学的秘匿性のライセンスアウト等を検

討する。 

 

② 小児治験ネットワークの拡大 

小児治験ネットワーク事業による収益を確保するため、日本医師会等が

開催する治験に関する会合等においてブースを展開する等を通じて、小児

治験ネットワークの拡大を目指す。また企業から依頼される患者検索サー

ビス等の有料化等を検討する。 

さらに、「小児と薬」情報収集ネットワーク整備事業等を通じて得られる

情報を分析・評価し、有用な情報として製薬企業に提供できる方策を検討

する。 

 

③ 競争的資金の獲得 

日本医療研究開発機構等からの競争的研究資金の獲得を進める。 

 

２．資産及び負債の管理に関する事項 



センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中長期的な

固定負債（長期借入金の残高）を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適

切なものとなるよう努める。 

（１）予    算 別紙１ 

（２）収支計画 別紙２ 

（３）資金計画 別紙３ 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１．限度額 ２，１００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対応 

 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財

産の処分に関する計画 

なし 

 

第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする

時はその計画 

なし 

 

第７ 剰余金の使途 

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資（建物等の整備・修繕、医療機

器等の購入等）及び借入金の償還に充てる。 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切な構築 

（１）計画的な内部監査等の実施 

監査室による内部監査を年４回実施するとともに、監事による業務監査

及び監査法人による外部監査を実施し、三者の連携により監査の実効性を

高める。 

 

（２）契約業務における競争性、公正性、透明性の確保 

契約業務については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行するとともに、随意



契約については、従前の「随意契約見直し計画」を踏まえた適正化の強化

を図り、その取組状況を公表する。 

 

２．その他の事項（施設・設備整備、人事の最適化に関する事項を含む） 

（１）施設・設備整備に関する計画 

研究・医療の高度化や経営面の改善及び患者の療養環境の改善が図られる

よう、必要かつ効率的な整備を行う。 

また、効率的な投資が行えるよう、施設整備等に係る投資計画に基づく整

備を行う。 

 

（２）優秀な人材確保のための人事交流の促進 

優秀な人材を持続的に確保する観点から国、国立病院機構等、国立大学法

人、民間等との人事交流を促進する。 

また、医薬品や医療機器の実用化に向けた出口戦略機能の強化や、新たな

視点や発想に基づく研究等の推進のため、医薬品医療機器総合機構等との人

事交流を推進する。 

 

（３）人事に関する方針 

① 方針 

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者

については、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、

経営に十分配慮していく。 

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに、

離職防止や復職支援の対策に取り組む。 

また、幹部職員、専門技術職員など専門的な技術を有する者については、

公募を基本とし、優秀な人材の確保に努める。 

 

② 指針 

安全で良質な医療の提供に支障が生じないよう、また、小児がん拠点病

院及び小児がん中央機関並びに臨床研究中核病院の指定等、新たに生じる

医療・研究ニーズにも適切に対応するため、適正な人員配置に努める。 

コンプライアンスの徹底を図るため、行動規範を作成し、その遵守に係

る誓約文書を全職員から提出させる。 

技能職については、非常勤職員への移行や外部委託の推進に努める。 

 

（４）その他の事項 



中長期計画を達成するために、本計画に基づき、具体的な行動に移すこと

ができるように努める。 

また、センターの業務実績についての情報開示をホームページにて行う。 

ミッションの認識や現状の把握、問題点の洗い出し、改善策の立案、翌年

度の年度計画の作成等に資するよう、職員の意見を聴取するよう努める。 



別紙１

（単位：百万円）

研究 臨床研究 診療 教育研修 情報発信 共通 金額

収入

運営費交付金 775 1,280 11 768 111 307 3,251

施設整備費補助金 0 0 0 0 0 0 0

長期借入金等 0 0 1,500 0 0 0 1,500

業務収入 10 1,299 18,423 51 2 222 20,008

その他収入 0 0 0 0 0 0 0

計 785 2,579 19,934 819 113 529 24,759

支出

業務経費 1,227 2,330 15,943 1,669 195 972 22,335

施設整備費 137 148 1,745 0 0 0 2,030

借入金償還 0 0 683 0 0 0 683

支払利息 0 0 82 0 0 0 82

その他支出 0 0 416 0 0 0 416

計 1,364 2,478 18,868 1,669 195 972 25,546

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

平成２７年度予算

区　別



別紙２

（単位：百万円）

研究 臨床研究 診療 教育研修 情報発信 共通 合計

費用の部 1,355 2,780 18,426 1,668 195 886 25,309

経常費用 1,355 2,779 18,367 1,668 195 886 25,251

業務費用 1,355 2,779 18,253 1,668 195 885 25,135

給与費 643 964 7,327 1,650 166 760 11,511

材料費 41 361 5,032 0 0 0 5,434

委託費 275 193 1,857 10 7 37 2,378

設備関係費 154 404 3,086 0 0 0 3,644

その他 241 858 951 8 22 88 2,168

財務費用 0 0 82 0 0 0 82

その他経常費用 0 0 33 0 0 1 34

臨時損失 0 0 58 0 0 0 58

収益の部 784 2,823 18,223 819 113 529 23,291

経常収益 784 2,823 18,223 819 113 529 23,291

運営費交付金収益 637 1,157 11 768 111 307 2,991

資産見返運営費交付金戻入 85 123 0 0 0 0 208

補助金等収益 0 337 131 0 0 0 468

資産見返補助金等戻入 51 240 30 0 0 0 321

寄付金収益 0 0 0 0 0 0 0

資産見返寄付金戻入 0 30 8 0 0 0 38

施設費収益 0 0 0 0 0 0 0

業務収益 0 926 17,934 17 0 219 19,096

医業収益 0 0 17,934 0 0 0 17,934

研修収益 0 0 0 17 0 0 17

研究収益 0 926 0 0 0 219 1,145

土地建物貸与収益 0 0 8 1 0 0 10

宿舎貸与収益 10 7 75 32 2 3 129

その他経常収益 0 2 26 1 0 0 30

財務収益 0 0 0 0 0 0 0

臨時利益 0 0 0 0 0 0 0

純利益 ▲ 571 44 ▲ 203 ▲ 849 ▲ 82 ▲ 357 ▲ 2,019

目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0

総利益 ▲ 571 44 ▲ 203 ▲ 849 ▲ 82 ▲ 357 ▲ 2,019

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

平成２７年度収支計画

区　別



別紙３

（単位：百万円）

研究 臨床研究 診療 教育研修 情報発信 共通 合計

　

資金支出 29,136

業務活動による支出 1,227 2,330 15,943 1,669 195 1,054 22,417

研究業務による支出 1,227 0 0 0 0 0 1,227

臨床研究業務による支出 0 2,330 0 0 0 0 2,330

診療業務による支出 0 0 15,943 0 0 0 15,943

教育研修業務による支出 0 0 0 1,669 0 0 1,669

情報発信業務による支出 0 0 0 0 195 0 195

その他の支出 0 0 0 0 0 1,054 1,054

投資活動による支出 137 148 1,745 0 0 0 2,030

財務活動による支出 0 0 1,099 0 0 0 1,099

翌年度への繰越金 3,590

資金収入 29,136

業務活動による収入 785 2,579 18,434 819 113 529 23,259

運営費交付金による収入 775 1,280 11 768 111 307 3,251

研究業務による収入 10 0 0 0 0 0 10

臨床研究業務による収入 0 1,299 0 0 0 0 1,299

診療業務による収入 0 0 18,423 0 0 0 18,423

教育研修業務による収入 0 0 0 51 0 0 51

情報発信業務による収入 0 0 0 0 2 0 2

その他の収入 0 0 0 0 0 222 222

投資活動による収入 0 0 0 0 0 0 0

施設費による収入 0 0 0 0 0 0 0

有形固定資産の売却による収入 0 0 0 0 0 0 0

財務活動による収入 0 0 1,500 0 0 0 1,500

前年度よりの繰越金 4,378

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

平成２７年度資金計画

区　別
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